
（別表２） 不利益処分に係る処分基準

（平成１９年４月１日作成）

法 令 名 北海道立オホーツク流氷科学センター条例

根 拠 条 項 第１３条

処分の概要 多目的ホール等の使用の承認の取消し等

法令の定め 北海道立オホーツク流氷科学センター条例第１３条

処 分 基 準 （多目的ホール等の使用の承認の取消し等）

第13条 指定管理者は、第11条の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当す

るときは、同条の承認を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止するこ

とができる。

(１) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に

違反したとき。

(２) 虚偽の申請その他不正な手段により第11条の承認を受けたとき。

(３) その他多目的ホール等の管理運営上支障があると認めたとき。

処分担当課 北海道立オホーツク流氷科学センター （電話番号：0158-23-5400）

（指定管理者：オホーツク文化振興財団）

問い合わせ先 環境生活部生活局道民活動文化振興課文化振興・スポーツグループ

（ （ ）、 ）電話番号：011-231-4111 内線24-416 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ：011-204-5209

備 考



（別表２） 不利益処分に係る処分基準

（平成１９年４月１日作成）

法 令 名 北海道立オホーツク流氷科学センター条例

根 拠 条 項 第１５条第２項

処分の概要 特別利用の承認の取消し

法令の定め 北海道立オホーツク流氷科学センター条例第１５条

処 分 基 準 （特別利用の方法等）

第15条 特別利用は、指定管理者の指示に従って行わなければならない。

２ 指定管理者は、前条の承認を受けた者が前項の規定に違反したときは、同条の

承認を取り消すことができる。

処分担当課 北海道立オホーツク流氷科学センター （電話番号：0158-23-5400）

（指定管理者：財団法人オホーツク生活文化振興財団）

問い合わせ先 環境生活部生活局道民活動文化振興課文化振興・スポーツグループ

（ （ ）、 ）電話番号：011-231-4111 内線24-416 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ：011-204-5209

備 考



（別表２） 不利益処分に係る処分基準

（平成１９年４月１日作成）

法 令 名 北海道立オホーツク流氷科学センター条例施行規則

根 拠 条 項 第２条、第３条第２項

処分の概要 入館の制限

法令の定め 北海道立オホーツク流氷科学センター条例施行規則第２条

北海道立オホーツク流氷科学センター条例施行規則第３条第２項

処 分 基 準 （入館の制限）

第２条 酒に酔っている者その他館内の秩序を乱すおそれがあると認められる者に

対しては、条例第４条に規定する指定管理者（以下「指定管理者」という ）は、。

入館を拒み、又は退館させることができる。

（入館者の遵守事項等）

第３条 入館者は、北海道立オホーツク流氷科学センター（以下「流氷科学センタ

ー」という ）の利用につき、条例、この規則及び指定管理者の指示に従うほか、。

特に次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(１) 建物、附属設備若しくは条例第３条第２号に規定する流氷科学センター資

料（以下「流氷科学センター資料」という ）を汚し、若しくは損傷し、又。

はそれらのおそれのある行為をしないこと。

(２) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

２ 指定管理者は、入館者が前項の規定に違反したことにより流氷科学センターの

管理運営上支障があると認めたときは、当該入館者に対しては、流氷科学センタ

ーの利用を制限し、又は退館させることができる。

処分担当課 北海道立オホーツク流氷科学センター （電話番号：0158-23-5400）

（指定管理者：財団法人オホーツク生活文化振興財団）

問い合わせ先 環境生活部生活局道民活動文化振興課文化振興・スポーツグループ

（ （ ）、 ）電話番号：011-231-4111 内線24-416 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ：011-204-5209

備 考



（別表２） 不利益処分に係る処分基準

（平成１９年４月１日作成）

法 令 名 北海道立オホーツク流氷科学センター条例施行規則

根 拠 条 項 第７条第２項

処分の概要 原状回復の義務

法令の定め 北海道立オホーツク流氷科学センター条例施行規則第７条

処 分 基 準 （原状回復の義務）

、 、第７条 条例第11条の承認を受けた者は 多目的ホール等の使用を終了したときは

設備を原状に回復しなければならない。条例第13条の規定により使用の承認を取

り消され、又は使用を制限され、若しくは使用を停止されたときも同様とする。

２ 前項の義務を履行しないときは、指定管理者が代わって行い、その費用を当該

条例第11条の承認を受けた者から徴収するものとする。

処分担当課 北海道立オホーツク流氷科学センター （電話番号：0158-23-5400）

（指定管理者：財団法人オホーツク生活文化振興財団）

問い合わせ先 環境生活部生活局道民活動文化振興課文化振興・スポーツグループ

（ （ ）、 ）電話番号：011-231-4111 内線24-416 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ：011-204-5209

備 考


